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１．趣旨 

昨今、大学における教育の質保証や情報公表が課題としてあげられ、各大学にどのよ
うな強みや特色があるか、どのような学修成果を上げているかについて、社会に対する
説明や情報公表が不十分であると指摘されている。 

この点について、平成 30年 11月に取りまとめられた「2040年に向けた高等教育のグ
ランドデザイン（答申）」（中央教育審議会）においては、「大学全体の教育成果や教
学に係る取組状況等の大学教育の質に関する情報を把握・公表していくことが重要であ
る。（中略）また、社会が理解しやすいよう、国は、全国的な学生調査や大学調査を通
じて整理し、比較できるよう一覧化して公表すべきである」と提言されたところである。 
これを踏まえ、文部科学省において、全国の大学生を対象に、学生が在学中に身に付

けた能力や学修成果の可視化に資する調査を実施するにあたり、調査の対象・方法・項
目や調査結果の取扱いなどの調査設計等について必要な検討を行うため、有識者からの
意見等を聴取するもの。 

 
２．検討事項 
 （１）調査の対象・方法・項目や調査結果の取扱いなどの調査設計に関すること 

（２）その他 
 
３．実施方法 
（１）本会議は、別紙の者により構成するものとする。 

  （２）本会議には、必要に応じて、構成員以外の者を参画させることができるものとする。 

（３）本会議は、文部科学省において、学生調査の実施を検討するにあたり、有識者から
意見等を徴取するものであるが、会議を公開とした場合、構成員の自由な意見等が
制約されるおそれなどがあるため、非公開で行うものとする。 

 
４．実施期間 
  平成３１年５月１７日から平成３２年３月３１日までとする。 
 

５．その他 
（１）本会議に関する庶務は、高等教育局高等教育企画課高等教育政策室において処理す

る。 
（２）その他本会議の運営に関する事項は、必要に応じ会議に諮って定める。 
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